
千葉市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

令和７年１０月１４日 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市規則第５２号 

千葉市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

千葉市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年千葉市規則第２７

号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

 



様式第２号 

 



 



様式第６号を次のように改める。 

様式第６号 

  



様式第７号の３を次のように改める。 

様式第７号の３ 



  

  



附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 


